
- 1 -

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（

）

（

）

第
二

号
様

式
第

一
条

の
三

第
二

条
第

三
条

第
三

条
の

三
関

係
第

二
号

様
式

第
一

条
の

三
第

二
条

第
三

条
第

三
条

の
三

関
係

、
、

、
、

、
、

（

）

（

）

確
認

申
請

書
建

築
物

確
認

申
請

書
建

築
物

（

）

（

）

第
一

面
第

一
面

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

第
二

面
第

二
面

建
築

士
等

の
概

要
建

築
士

等
の

概
要

【

】

【

】

１
建

築
主

１
建

築
主

．
．

（

）

（

）

略
略

【

】

【

】

２
代

理
者

２
代

理
者

．
．

（

）

（

）

略
略

【

】

【

】

３
設

計
者

３
設

計
者

．
．

（

）

（

）

代
表

と
な

る
設

計
者

代
表

と
な

る
設

計
者

【

】

（

）

（

【

】

（

）

（

イ
資

格
建

築
士

イ
資

格
建

築
士

．
．

登
録

第
号

登
録

第
号

）

）

【

】

【

】

ロ
氏

名
ロ

氏
名

．
．

ハ
建

築
士

事
務

所
名

建
築

士
事

務
所

知
ハ

建
築

士
事

務
所

名
建

築
士

事
務

所
知

【

】
（

）

（

）

【

】
（

）

（

）

．
．

事
登

録
第

号
事

登
録

第
号

【

】

【

】

ニ
郵

便
番

号
ニ

郵
便

番
号

．
．

【

】

【

】

ホ
所

在
地

ホ
所

在
地

．
．

【

】

【

】

ヘ
電

話
番

号
ヘ

電
話

番
号

．
．

【

】

【

】

ト
作

成
又

は
確

認
し

た
設

計
図

書
ト

作
成

し
た

設
計

図
書

．
．

（

）

（

）

そ
の

他
の

設
計

者
そ

の
他

の
設

計
者

【

】

（

）

（

【

】

（

）

（

イ
資

格
建

築
士

イ
資

格
建

築
士

．
．



- 2 -

登
録

第
号

登
録

第
号

）

）

【

】

【

】

ロ
氏

名
ロ

氏
名

．
．

ハ
建

築
士

事
務

所
名

建
築

士
事

務
所

知
ハ

建
築

士
事

務
所

名
建

築
士

事
務

所
知

【

】
（

）

（

）

【

】
（

）

（

）

．
．

事
登

録
第

号
事

登
録

第
号

【

】

【

】

ニ
郵

便
番

号
ニ

郵
便

番
号

．
．

【

】

【

】

ホ
所

在
地

ホ
所

在
地

．
．

【

】

【

】

ヘ
電

話
番

号
ヘ

電
話

番
号

．
．

【

】

【

】

ト
作

成
又

は
確

認
し

た
設

計
図

書
ト

作
成

し
た

設
計

図
書

．
．

【

】

（

）

（

【

】

（

）

（

イ
資

格
建

築
士

イ
資

格
建

築
士

．
．

登
録

第
号

登
録

第
号

）

）

【

】

【

】

ロ
氏

名
ロ

氏
名

．
．

ハ
建

築
士

事
務

所
名

建
築

士
事

務
所

知
ハ

建
築

士
事

務
所

名
建

築
士

事
務

所
知

【

】
（

）

（

）

【

】
（

）

（

）

．
．

事
登

録
第

号
事

登
録

第
号

【

】

【

】

ニ
郵

便
番

号
ニ

郵
便

番
号

．
．

【

】

【

】

ホ
所

在
地

ホ
所

在
地

．
．

【

】

【

】

ヘ
電

話
番

号
ヘ

電
話

番
号

．
．

【

】

【

】

ト
作

成
又

は
確

認
し

た
設

計
図

書
ト

作
成

し
た

設
計

図
書

．
．

【

】

（

）

（

【

】

（

）

（

イ
資

格
建

築
士

イ
資

格
建

築
士

．
．

登
録

第
号

登
録

第
号

）

）

【

】

【

】

ロ
氏

名
ロ

氏
名

．
．

ハ
建

築
士

事
務

所
名

建
築

士
事

務
所

知
ハ

建
築

士
事

務
所

名
建

築
士

事
務

所
知

【

】
（

）

（

）

【

】
（

）

（

）

．
．

事
登

録
第

号
事

登
録

第
号

【

】

【

】

ニ
郵

便
番

号
ニ

郵
便

番
号

．
．

【

】

【

】

ホ
所

在
地

ホ
所

在
地

．
．

【

】

【

】

ヘ
電

話
番

号
ヘ

電
話

番
号

．
．



- 3 -

【

】

【

】

ト
作

成
又

は
確

認
し

た
設

計
図

書
ト

作
成

し
た

設
計

図
書

．
．

（

（

）

構
造

設
計

一
級

建
築

士
又

は
設

備
設

計
一

級
建

築
士

で
あ

る
旨

の
表

示
を

新
規

）

し
た

者

、

上
記

の
設

計
者

の
う

ち

建
築

士
法

第
条

の
２

第
１

項
の

表
示

を
し

た
者

□

2
0

【

】
イ

氏
名

．

ロ
資

格
構

造
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

建
築

士
法

第
条

の
２

第
３

項
の

表
示

を
し

た
者

□

2
0

【

】

イ
氏

名

．

ロ
資

格
構

造
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

□
建

築
士

法
第

条
の

３
第

１
項

の
表

示
を

し
た

者
2
0

【

】

イ
氏

名

．

ロ
資

格
設

備
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

【

】

イ
氏

名

．
ロ

資
格

設
備

設
計

一
級

建
築

士
交

付
第

号

【

】

．

【

】

イ
氏

名

．

ロ
資

格
設

備
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

□
建

築
士

法
第

条
の

３
第

３
項

の
表

示
を

し
た

者
2
0

【

】

イ
氏

名

．

ロ
資

格
設

備
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

【

】

イ
氏

名

．

ロ
資

格
設

備
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

【

】

イ
氏

名

．

ロ
資

格
設

備
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

【

】

【

】

４
建

築
設

備
の

設
計

に
関

し
意

見
を

聴
い

た
者

４
建

築
設

備
の

設
計

に
関

し
意

見
を

聴
い

た
者

．
．

（

）

（

）

略
略

【

】

【

】

５
工

事
監

理
者

５
工

事
監

理
者

．
．

（

）

（

）

略
略

【

】

【

】
６

工
事

施
工

者
６

工
事

施
工

者

．
．



- 4 -

（

）

（

）

略
略

【

】

【

】

７
備

考
７

備
考

．
．

（

）

（

）

略
略

（

）
～
（

）

（

）
～
（

）

第
三

面
第

五
面

第
三

面
第

五
面

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

注
意

注
意

３
第

二
面

関
係

３
第

二
面

関
係

．
．

（

）

（

）

①
③

略
①

③
略

～

～

「

」

2
0

（

）

④
３

欄
の

ト
は

作
成

し
た

又
は

建
築

士
法

第
条

の
２

第
３

項
若

し
新

規

、

く
は

第
条

の
３

第
３

項
の

表
示

を
し

た
図

書
に

つ
い

て
記

入
し

て
く

だ
さ

2
0

。

い

⑤
３

欄
４

欄
及

び
５

欄
は

そ
れ

ぞ
れ

代
表

と
な

る
設

計
者

建
築

設
備

④
３

欄
４

欄
及

び
５

欄
は

そ
れ

ぞ
れ

代
表

と
な

る
設

計
者

建
築

設
備

、
、

、
、

、
、

の
設

計
に

関
し

意
見

を
聴

い
た

者
及

び
工

事
監

理
者

並
び

に
申

請
に

係
る

建
の

設
計

に
関

し
意

見
を

聴
い

た
者

及
び

工
事

監
理

者
並

び
に

申
請

に
係

る
建

築
物

に
係

る
他

の
全

て
の

設
計

者
建

築
設

備
の

設
計

に
関

し
意

見
を

聞
い

築
物

に
係

る
他

の
全

て
の

設
計

者
建

築
設

備
の

設
計

に
関

し
意

見
を

聞
い

、
、

た
者

及
び

工
事

監
理

者
に

つ
い

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
３

欄
の

設
計

者
の

た
者

及
び

工
事

監
理

者
に

つ
い

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
記

入
欄

が
不

足
す

。
。

、
、

。
う

ち
構

造
設

計
一

級
建

築
士

又
は

設
備

設
計

一
級

建
築

士
で

あ
る

旨
の

表
る

場
合

に
は

別
紙

に
必

要
な

事
項

を
記

入
し

て
添

え
て

く
だ

さ
い

示
を

し
た

者
が

い
る

場
合

は
該

当
す

る
チ

ェ
ッ

ク
ボ

ッ
ク

ス
に

レ
マ

、

「

」

ク
を

入
れ

て
く

だ
さ

い
記

入
欄

が
不

足
す

る
場

合
に

は
別

紙
に

必
要

ー

。
、

。

な
事

項
を

記
入

し
て

添
て

く
だ

さ
い

⑥
４

欄
は

建
築

士
法

第
条

第
５

項
に

規
定

す
る

場
合

設
計

に
係

る
場

⑤
４

欄
は

建
築

士
法

第
条

第
５

項
に

規
定

す
る

場
合

設
計

に
係

る
場

、
、

2
0

（

2
0

（

。
、

、
。

、
、

合
に

限
る

に
同

項
に

定
め

る
資

格
を

有
す

る
者

に
つ

い
て

記
入

し
合

に
限

る
に

同
項

に
定

め
る

資
格

を
有

す
る

者
に

つ
い

て
記

入
し

）

）

所
在

地
は

そ
の

者
が

勤
務

し
て

い
る

と
き

は
勤

務
先

の
所

在
地

を
勤

務
所

在
地

は
そ

の
者

が
勤

務
し

て
い

る
と

き
は

勤
務

先
の

所
在

地
を

勤
務

、
、

、
、

し
て

い
な

い
と

き
は

そ
の

者
の

住
所

を
登

録
番

号
は

建
築

士
法

施
行

規
則

し
て

い
な

い
と

き
は

そ
の

者
の

住
所

を
登

録
番

号
は

建
築

士
法

施
行

規
則

、
、

第
条

の
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

登
録

を
受

け
て

い
る

場
合

の
当

該
登

録
昭

和
年

建
設

省
令

第
号

第
条

の
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

登
録

1
7

3
5

（

2
5

3
8

）

1
7

3
5

。
。

番
号

を
書

い
て

く
だ

さ
い

を
受

け
て

い
る

場
合

の
当

該
登

録
番

号
を

書
い

て
く

だ
さ

い

（

）

（

）

⑦
⑨

略
⑥

⑧
略

～

～

（

）

（

）

第
三

号
様

式
第

一
条

の
三

第
六

条
の

三
第

十
一

条
の

四
関

係
第

三
号

様
式

第
一

条
の

三
第

六
条

の
三

第
十

一
条

の
四

関
係

、
、

、
、

建
築

計
画

概
要

書
建

築
計

画
概

要
書



- 5 -

（

）

（

）

第
一

面
第

一
面

【

】

【

】

１
建

築
主

１
建

築
主

．
．

（

）

（

）

略
略

【

】

【

】

２
代

理
者

２
代

理
者

．
．

（

）

（

）

略
略

【

】

【

】

３
設

計
者

３
設

計
者

．
．

（

）

（

）

代
表

と
な

る
設

計
者

代
表

と
な

る
設

計
者

【

】

（

）

（

【

】

（

）

（

イ
資

格
建

築
士

イ
資

格
建

築
士

．
．

登
録

第
号

登
録

第
号

）

）

【

】

【

】

ロ
氏

名
ロ

氏
名

．
．

ハ
建

築
士

事
務

所
名

建
築

士
事

務
所

知
ハ

建
築

士
事

務
所

名
建

築
士

事
務

所
知

【

】
（

）

（

）

【

】
（

）

（

）

．
．

事
登

録
第

号
事

登
録

第
号

【

】

【

】

ニ
郵

便
番

号
ニ

郵
便

番
号

．
．

【

】

【

】

ホ
所

在
地

ホ
所

在
地

．
．

【

】

【

】

ヘ
電

話
番

号
ヘ

電
話

番
号

．
．

【

】

【

】

ト
作

成
又

は
確

認
し

た
設

計
図

書
ト

作
成

し
た

設
計

図
書

．
．

（

）

（

）

そ
の

他
の

設
計

者
そ

の
他

の
設

計
者

【

】

（

）

（

【

】

（

）

（

イ
資

格
建

築
士

イ
資

格
建

築
士

．
．

登
録

第
号

登
録

第
号

）

）

【

】

【

】

ロ
氏

名
ロ

氏
名

．
．

ハ
建

築
士

事
務

所
名

建
築

士
事

務
所

知
ハ

建
築

士
事

務
所

名
建

築
士

事
務

所
知

【

】
（

）

（

）

【

】
（

）

（

）

．
．

事
登

録
第

号
事

登
録

第
号

【

】

【

】

ニ
郵

便
番

号
ニ

郵
便

番
号

．
．

【

】

【

】

ホ
所

在
地

ホ
所

在
地

．
．

【

】

【

】

ヘ
電

話
番

号
ヘ

電
話

番
号

．
．

【

】

【

】

ト
作

成
又

は
確

認
し

た
設

計
図

書
ト

作
成

し
た

設
計

図
書

．
．



- 6 -

【

】

（

）

（

【

】

（

）

（

イ
資

格
建

築
士

イ
資

格
建

築
士

．
．

登
録

第
号

登
録

第
号

）

）

【

】

【

】

ロ
氏

名
ロ

氏
名

．
．

ハ
建

築
士

事
務

所
名

建
築

士
事

務
所

知
ハ

建
築

士
事

務
所

名
建

築
士

事
務

所
知

【

】
（

）

（

）

【

】
（

）

（

）

．
．

事
登

録
第

号
事

登
録

第
号

【

】

【

】

ニ
郵

便
番

号
ニ

郵
便

番
号

．
．

【

】

【

】

ホ
所

在
地

ホ
所

在
地

．
．

【

】

【

】

ヘ
電

話
番

号
ヘ

電
話

番
号

．
．

【

】

【

】

ト
作

成
又

は
確

認
し

た
設

計
図

書
ト

作
成

し
た

設
計

図
書

．
．

【

】

（

）

（

【

】

（

）

（

イ
資

格
建

築
士

イ
資

格
建

築
士

．
．

登
録

第
号

登
録

第
号

）

）

【

】

【

】

ロ
氏

名
ロ

氏
名

．
．

ハ
建

築
士

事
務

所
名

建
築

士
事

務
所

知
ハ

建
築

士
事

務
所

名
建

築
士

事
務

所
知

【

】
（

）

（

）

【

】
（

）

（

）

．
．

事
登

録
第

号
事

登
録

第
号

【

】

【

】

ニ
郵

便
番

号
ニ

郵
便

番
号

．
．

【

】

【

】

ホ
所

在
地

ホ
所

在
地

．
．

【

】

【

】

ヘ
電

話
番

号
ヘ

電
話

番
号

．
．

【

】

【

】

ト
作

成
又

は
確

認
し

た
設

計
図

書
ト

作
成

し
た

設
計

図
書

．
．

（

（

）

構
造

設
計

一
級

建
築

士
又

は
設

備
設

計
一

級
建

築
士

で
あ

る
旨

の
表

示
を

新
規

）

し
た

者

、

上
記

の
設

計
者

の
う

ち

建
築

士
法

第
条

の
２

第
１

項
の

表
示

を
し

た
者

□

2
0

【

】

イ
氏

名

．

ロ
資

格
構

造
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

建
築

士
法

第
条

の
２

第
３

項
の

表
示

を
し

た
者

□

2
0

【

】

イ
氏

名

．



- 7 -

ロ
資

格
構

造
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

□
建

築
士

法
第

条
の

３
第

１
項

の
表

示
を

し
た

者
2
0

【

】

イ
氏

名

．

ロ
資

格
設

備
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

【

】

イ
氏

名

．

ロ
資

格
設

備
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

【

】
イ

氏
名

．

ロ
資

格
設

備
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

□
建

築
士

法
第

条
の

３
第

３
項

の
表

示
を

し
た

者
2
0

【

】

イ
氏

名

．

ロ
資

格
設

備
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

【

】

イ
氏

名

．

ロ
資

格
設

備
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

【

】

イ
氏

名

．

ロ
資

格
設

備
設

計
一

級
建

築
士

交
付

第
号

【

】

．

【

】

【

】

４
建

築
設

備
の

設
計

に
関

し
意

見
を

聴
い

た
者

４
建

築
設

備
の

設
計

に
関

し
意

見
を

聴
い

た
者

．
．

（

）

（

）

略
略

【

】

【

】

５
工

事
監

理
者

５
工

事
監

理
者

．
．

（

）

（

）

略
略

【

】

【

】

６
工

事
施

工
者

６
工

事
施

工
者

．
．

（

）

（

）

略
略

【

】

【

】

７
備

考
７

備
考

．
．

（

）

（

）

略
略

（

）
～
（

）

（

）
～
（

）

第
二

面
第

三
面

第
二

面
第

三
面

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

第
三

十
八

号
様

式
第

七
条

関
係

第
三

十
八

号
様

式
第

七
条

関
係

（

）

（

）

表
面

表
面

（

）

（

）

略
略



- 8 -

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

略
略

略
略

略
略

建
築

物
建

築
工

事
場

等
建

築
物

建
築

工
事

場
等

、
、

刻

立
入

検
査

証
印

立
入

検
査

証

印
印

（

）

写
真

（

）

（

）

特
定
行
政
庁
名

特
定
行
政
庁
名

（

）

（

）

第
三

十
九

号
様

式
第

七
条

関
係

第
三

十
九

号
様

式
第

七
条

関
係

（

）

（

）

表
面

表
面

建
築

監
視

員
証

建
築

監
視

員
証

平
成

年
月

日
交

付
平

成
年

月
日

交
付

（

）

交
付

第
号

使
用

期
間

１
箇

年

（

）

使
用

期
間

１
箇

年

刻
刻

印
印

氏
名

氏
名

生
年

月
日



- 9 -

（

）

（

）

写
真

写
真

特
定

行
政

庁
名

印
特

定
行

政
庁

名
印

（

）

（

）


